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法学研究65巻7号（’92：7）

市
川
太
一
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
市
川
君
の
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
は
、
主
論
文
「
日
本
に
お
け
る
代

議
士
世
襲
の
研
究
」
と
、
参
考
論
文
「
広
島
県
の
衆
議
院
議
員
の
社
会
的

背
景
と
補
充
」
お
よ
び
「
広
島
県
選
出
帝
国
議
会
衆
議
院
議
員
の
経
歴
」

（
資
料
）
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
当
初
に
主
論
文
の
各
章
の
内

容
を
一
括
し
て
掲
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
は
じ
め
に

　
第
一
章
　
現
代
日
本
の
政
治
家
族

　
　
一
、
分
析
の
前
提
と
課
題

　
　
二
、
一
般
的
特
徴

　
　
三
．
三
代
、
四
代
タ
イ
プ
の
特
徴

　
　
四
、
内
閣
に
み
る
「
世
襲
」
代
議
士

　
　
五
、
他
の
領
域
の
エ
リ
ー
ト
と
の
比
較

　
第
二
章
　
日
本
の
政
冶
家
族
ー
そ
の
出
身
家
庭
と
政
治
家
へ
の
動
機

　
　
一
、
問
題
の
所
在

　
　
二
、
政
治
と
実
業
の
間

　
　
三
、
官
僚
か
ら
政
治
家
へ

　
　
四
、
政
治
家
の
選
択

　
　
五
、
後
継
者
の
育
成
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特別記事

　
六
、
結
論

第
三
章
政
治
家
族
の
交
代
i
広
島
県
を
素
材
と
し
て
1

　
一
、
分
析
の
対
象
と
課
題

　
二
、
政
治
家
族
の
三
つ
の
タ
イ
プ

　
三
、
政
治
家
族
の
時
代
的
傾
向

　
四
、
結
論

第
四
章
　
世
襲
代
議
士
と
選
挙
区
－
広
島
県
二
区
を
中
心
と
し
て

　
一
、
問
題
の
所
在

　
二
、
二
区
の
特
徴
と
代
議
士
の
得
票
構
造

　
三
、
高
得
票
の
町
と
町
議
会

　
四
、
結
論

第
五
章
　
代
議
士
三
代
目
か
ら
四
代
目
ヘ
ー
古
屋
享
か
ら
圭
司
へ

　
一
、
選
挙
区
の
特
徴

　
二
、
古
屋
四
代

　
三
、
後
援
会
の
継
承
と
展
開

　
四
、
当
選
へ
の
戦
略

　
五
、
中
央
と
地
方

　
六
、
選
挙
の
結
果

第
六
章
　
「
世
襲
」
代
議
士
の
自
己
像
i
ア
ン
ケ
ー
ト
を
中
心
に
し

　
　
　
て
ー

　
一
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
回
答
老
の
特
徴

　
　
二
、
世
襲
代
議
士
の
実
像

　
　
三
、
「
世
襲
」
に
対
す
る
意
識

　
　
四
、
認
識
の
ギ
ャ
ッ
プ

　
お
わ
り
に

　
市
川
君
は
、
二
世
議
員
と
い
う
用
語
は
三
、
四
代
続
い
た
議
員
に
は
使

用
し
え
な
い
た
め
、
こ
れ
を
世
襲
代
議
士
と
呼
称
し
、
兄
弟
や
親
族
な
ど

へ
継
承
さ
れ
る
場
合
を
政
治
家
族
と
い
う
用
語
を
使
用
し
説
明
し
て
い
る
．

全
論
説
を
通
観
し
て
み
る
に
、
市
川
君
は
多
角
的
視
点
に
立
ち
、
数
量
的

分
析
、
記
述
的
分
析
を
実
施
し
、
そ
の
記
述
の
方
法
も
多
面
的
に
行
な
っ

て
い
る
。
各
章
の
内
容
は
概
ね
次
の
通
り
で
あ
る
．

　
第
一
章
に
お
い
て
は
、
一
九
八
○
年
の
第
三
六
回
総
選
挙
と
、
一
九
九

〇
年
の
第
三
九
回
総
選
挙
の
二
つ
の
時
期
の
衆
議
院
議
員
、
そ
れ
ぞ
れ
一

三
五
家
族
と
一
四
一
家
族
を
対
象
に
し
て
十
年
間
の
推
移
を
克
明
に
分
析

す
る
．
市
川
君
は
政
治
家
族
を
継
続
し
た
世
代
に
よ
っ
て
三
つ
の
タ
イ
プ

に
分
類
し
、
政
治
家
族
の
特
徴
を
解
明
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
十
年
間
の

推
移
に
お
い
て
、
戦
後
に
ス
タ
ー
ト
し
た
政
治
家
族
の
数
が
多
く
な
り
、

全
国
二
二
〇
選
挙
区
の
う
ち
政
治
家
族
が
集
中
し
て
い
る
選
挙
区
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
西
日
本
地
域
の
方
が
東
日
本
に
比
較
し
て
．

戦
前
に
第
一
世
代
が
ス
タ
1
ト
し
た
政
治
家
族
の
数
が
多
い
と
い
う
地
域

的
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
．
と
く
に
三
、
四
代
と
継
承
さ
れ
た
政
治

家
族
二
八
家
族
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
こ
の
う
ち
十
一
家
族
が
旧
貴
族
院
議

員
多
額
納
税
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
素
封
家
階
層
で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ

れ
て
い
る
。
世
襲
代
議
士
に
よ
る
閣
僚
数
も
議
員
数
の
増
加
と
と
も
に
増
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し
、
五
年
ご
と
の
平
均
を
み
て
み
る
と
．
一
九
七
〇
年
に
は
四
名
が
、
一

九
九
〇
年
に
は
八
・
五
名
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
次
大
平
内
閣
以
降
、
四

〇
歳
代
で
閣
僚
に
な
っ
て
い
る
一
四
一
人
の
う
ち
十
二
人
ま
で
が
世
襲
代

議
士
で
あ
り
、
日
本
の
政
治
の
現
状
と
世
襲
代
議
士
と
の
関
連
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
。
こ
の
章
の
終
り
に
、
市
川
君
は
C
・
ア
ベ
グ
レ
ン
、
猪

木
、
村
松
、
高
橋
氏
ら
の
当
該
問
題
に
関
す
る
諸
研
究
を
紹
介
し
、
政
財

界
に
お
け
る
エ
リ
！
ト
と
世
襲
の
問
題
に
つ
い
て
論
究
し
て
い
る
。

　
第
二
章
「
日
本
の
政
治
家
族
ー
そ
の
出
身
家
庭
と
政
治
家
へ
の
動

機
1
」
は
、
代
議
士
の
自
伝
や
伝
記
等
の
文
献
参
照
を
中
心
と
し
な
が

ら
，
選
挙
区
に
お
け
る
個
人
活
動
の
実
態
を
詳
細
に
調
査
し
て
記
述
さ
れ

て
あ
る
が
、
と
く
に
地
方
新
聞
や
地
方
誌
等
を
丹
念
に
渉
猟
し
、
政
治
家

族
の
経
済
的
基
盤
、
家
庭
内
に
お
け
る
政
治
教
育
、
政
治
家
志
望
の
動
機

な
ど
綿
密
に
多
角
的
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
政
治
家
志
望
の
動
機
に
つ

い
て
は
、
父
祖
代
々
の
自
然
の
成
り
行
き
か
ら
政
治
を
志
し
た
グ
ル
ー
プ

と
、
政
治
へ
の
強
い
意
欲
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
と
に
分
類
し
、

そ
れ
ぞ
れ
を
各
個
に
検
討
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
政
治
家
族
は
、
封
建

社
会
の
時
代
か
ら
身
分
階
層
制
に
お
い
て
上
位
の
階
層
に
属
し
て
い
る
家

族
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
十
一
の
政
治
家
族
に
共
通
し
て

み
ら
れ
る
点
は
．
父
母
両
方
の
家
系
に
お
い
て
高
等
教
育
を
享
受
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
特
徴
を
み
て
い
る
。
さ
ら
に
三
、
四
代
を
継
続
し
て
き
た
政

治
家
族
の
分
析
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
政
治
家
族
の
時
代
ご
と
に
対
応

し
た
生
活
の
実
態
も
詳
細
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
議
会
開
設
百

年
を
経
過
し
て
、
か
つ
て
の
名
望
家
支
配
の
状
況
は
次
第
に
稀
薄
に
な
っ

て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。

　
第
三
章
「
政
治
家
族
の
交
代
－
広
島
県
を
素
材
と
し
て
ー
」
に
お

い
て
は
、
当
初
に
掲
げ
た
参
考
論
文
と
資
料
を
基
礎
と
し
て
論
説
し
て
い

る
が
、
一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
八
O
年
に
至
る
九
〇
年
間
の
広
島
県
の
帝

国
議
会
議
員
と
国
会
議
員
を
対
象
と
し
て
と
り
扱
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
．
「
政
治
家
族
」
と
い
う
術
語
が
、
第
一
家
族
を
地
方
自
治

体
の
代
議
員
に
ま
で
拡
大
し
、
三
つ
の
時
期
と
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
て

取
扱
わ
れ
て
い
る
（
主
論
文
一
二
七
i
二
二
〇
頁
）
。
九
〇
年
間
と
い
う

長
期
間
を
マ
ク
ロ
的
に
取
扱
う
方
法
は
、
市
川
君
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ

カ
・
ス
タ
ソ
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
フ
ー
バ
i
研
究
所
で
実
施
し
た
政
治
エ
リ

ー
ト
の
研
究
調
査
の
方
法
な
の
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
戦
前
に
お
い
て
も
．

同
一
家
族
か
ら
政
治
家
を
輩
出
し
て
い
る
が
、
衆
議
院
議
員
を
二
代
に
わ

た
っ
て
継
承
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
僅
少
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
四
五
年

を
境
に
し
て
変
革
さ
れ
た
政
治
制
度
の
変
容
と
は
無
関
係
に
、
政
治
家
族

が
継
続
し
て
い
る
の
が
事
実
で
あ
る
と
い
う
。
特
に
広
島
県
二
区
に
お
い

て
は
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
世
襲
議
員
が
他
の
地
方
に
比
し
て
多
い
と
い

う
事
実
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
戦
前
と
戦
後
、
衆
議
院
と
参

議
院
と
い
う
軸
を
組
合
せ
て
み
る
と
、
戦
後
の
参
議
院
議
員
、
戦
前
の
貴

族
院
議
員
、
戦
後
の
衆
議
院
議
員
、
戦
前
の
衆
議
院
議
員
と
い
う
順
序
で
．

政
治
家
族
の
比
率
が
高
い
こ
と
も
実
証
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
章
「
世
襲
代
議
士
と
選
挙
区
－
広
島
県
二
区
を
中
心
と
し
て

ー
」
で
は
、
第
三
章
に
お
け
る
研
究
過
程
で
問
題
視
さ
れ
た
な
ぜ
「
特

定
の
選
挙
区
に
政
治
家
族
が
集
中
的
に
現
出
す
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
、
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一
地
域
に
限
定
し
て
そ
の
要
因
を
探
究
し
た
論
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

池
田
、
谷
川
、
中
川
の
三
政
治
家
族
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
経
歴
、
得
票
数
、

地
域
的
特
性
に
つ
い
て
綿
密
に
数
量
的
分
析
を
基
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
三
政
治
家
族
の
各
地
域
ご
と
の
得
票
は
、
世
代
が
交
代
し
て
も

得
票
率
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
く
定
ま
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
三
つ
の
政
治
家
族
の
候
補
者
が
、
最
高
の
得
票
を
あ
げ

て
い
る
市
町
村
地
域
は
過
疎
地
帯
で
あ
っ
て
、
高
齢
者
層
の
多
い
地
域
で

も
あ
る
。
ま
た
全
国
有
数
の
世
襲
選
挙
区
で
も
あ
る
広
島
県
二
区
に
お
い

て
は
、
世
襲
の
実
状
が
国
政
レ
ベ
ル
の
議
員
の
み
で
は
な
く
、
地
方
自
治

体
の
市
町
村
会
議
員
に
ま
で
波
及
し
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
市
町
村
自
治
体
地
域
で
は
地
元
意
識
、
同
郷
意
識
等
の
伝
統
型
の

政
治
意
識
が
強
く
み
ら
れ
、
政
治
家
族
の
出
身
候
補
者
に
は
有
利
な
条
件

が
加
味
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
．

　
第
五
章
「
代
議
士
三
代
目
か
ら
四
代
目
へ
ー
古
屋
享
か
ら
圭
司
ヘ

ー
」
の
論
説
で
は
、
研
究
対
象
領
域
が
広
島
県
か
ら
岐
阜
県
へ
と
拡
張

さ
れ
、
わ
が
国
の
四
代
に
わ
た
っ
た
政
治
家
族
と
し
て
は
四
家
族
の
う
ち

の
一
つ
で
あ
る
古
屋
一
族
を
対
象
と
し
て
考
察
し
て
い
る
．
古
屋
家
は
、

岐
阜
県
の
多
額
納
税
者
名
簿
の
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
素
封
家
で
あ

り
、
名
望
家
の
出
自
と
い
う
点
で
は
衆
議
院
開
設
当
時
か
ら
の
典
型
的
な

議
員
の
家
系
で
あ
る
．
二
代
目
が
議
員
を
退
い
た
と
き
は
、
い
わ
ゆ
る

「
井
戸
塀
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
私
財
を
ほ
と
ん
ど
費
消
し
て
い
た
。

　
三
代
目
の
古
屋
享
は
内
務
省
に
入
省
し
、
総
理
府
総
務
副
長
官
を
最
後

に
退
官
し
、
五
八
歳
の
高
齢
に
な
っ
て
は
じ
め
て
衆
議
院
議
員
に
当
選
し

て
い
る
。

　
四
代
目
の
古
屋
圭
司
は
享
の
甥
に
当
る
。
圭
司
の
衆
議
院
議
員
出
馬
当

時
は
、
社
会
党
に
い
わ
ゆ
る
「
追
い
風
」
が
吹
い
て
い
た
時
期
で
も
あ
り
、

選
挙
を
戦
う
に
は
困
難
な
状
況
で
は
あ
っ
た
が
、
若
い
世
代
に
ア
ヅ
ピ
ー

ル
す
る
イ
メ
ー
ジ
選
挙
作
戦
と
、
政
治
家
族
と
し
て
の
古
屋
家
の
伝
統
を

掲
げ
て
当
選
し
て
い
る
．
市
川
君
は
、
こ
の
古
屋
圭
司
候
補
の
選
挙
戦
の

実
態
を
後
援
会
組
織
や
、
イ
メ
ー
ジ
選
挙
の
作
戦
方
法
等
か
ら
具
に
分
析

し
て
い
る
。

　
第
六
章
「
『
世
襲
』
代
議
士
の
自
己
像
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
を
中
心
に
し

て
ー
」
は
、
各
章
に
お
い
て
論
述
し
て
き
た
事
実
を
、
各
政
治
家
に
対

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
っ
て
市
川
君
は
確
認
を
試
み
て
い
る
．

　
市
川
君
が
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
把
握
し
た
世
襲
代
議
士
の
平
均

的
な
自
己
像
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
．
そ
の
一
は
、
立
候
補
決
意
の

動
機
は
、
家
族
と
後
援
会
か
ら
の
影
響
力
が
高
く
、
政
党
の
公
認
を
取
得

し
て
い
る
点
。
そ
の
二
は
、
世
襲
議
員
は
選
挙
に
有
利
で
あ
る
と
の
意
識

が
な
い
点
。
そ
の
三
は
、
政
治
家
族
の
出
自
で
あ
る
世
襲
代
議
士
は
、
公

共
奉
仕
の
精
神
を
重
視
す
る
家
庭
教
育
や
、
家
庭
環
境
に
育
成
さ
れ
て
き

た
点
等
を
あ
げ
て
い
る
。

「
お
わ
り
に
」
の
章
に
お
い
て
、
市
川
君
は
代
議
士
の
世
襲
と
い
う
問
題

を
日
本
の
政
治
の
在
り
方
と
の
関
係
に
お
い
て
論
評
し
て
い
る
。
市
川
君

に
よ
れ
ぽ
、
目
本
に
お
い
て
代
議
士
の
世
襲
が
生
ず
る
要
因
は
，
一
、
保

守
政
権
の
長
期
に
わ
た
る
継
続
、
二
、
中
選
挙
区
制
と
後
援
会
の
地
元
意

識
な
ら
び
に
組
織
の
在
り
方
、
三
、
中
央
政
界
と
地
方
と
の
関
わ
り
方
、
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四
、
日
本
人
の
政
治
参
加
意
識
の
低
さ
、
五
、
日
本
人
の
政
治
家
に
対
す

る
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
実
状
等
を
あ
げ
て
い
る
。
政
治
参
加
意
識
の
低

さ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
総
務
庁
青
少
年
対
策
本
部
編
「
世
界
の
青
年
と

の
比
較
か
ら
み
た
日
本
の
青
年
－
世
界
青
年
意
識
調
査
1
」
（
一
九

八
九
年
版
）
を
参
照
し
な
が
ら
諸
外
国
と
の
比
較
の
視
点
に
立
っ
て
分
析

を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
政
治
家
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い

て
は
．
日
本
人
の
政
治
家
観
が
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
等
の
民
主
国
家
に

比
し
て
、
あ
ま
り
に
マ
イ
ナ
ス
面
に
偏
向
し
す
ぎ
て
い
る
点
を
指
摘
し
、
大

衆
民
主
政
治
の
現
況
の
も
と
で
エ
リ
ー
ト
の
育
成
の
困
難
さ
を
指
摘
す
る
。

　
主
論
文
に
付
帯
さ
れ
た
資
料
「
広
島
県
選
出
帝
国
議
会
衆
議
院
議
員
の

経
歴
」
は
、
町
村
郡
史
、
市
・
県
史
、
県
・
市
議
会
史
、
地
方
中
央
レ
ベ

ル
の
興
信
録
等
々
を
も
と
に
し
て
、
選
出
議
員
の
家
族
、
姻
戚
関
係
．
学

歴
、
職
業
、
議
員
経
歴
、
所
属
政
党
．
議
会
・
政
党
活
動
な
ど
の
資
料
を

個
人
別
に
収
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
主
論
文
が
綿
密
な
デ
ー
タ
に
裏
付
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
参
考
論
文
「
広
島
県
の
衆
議
院
議
員
の
社
会
的
背
景
と
補
充
」
は
、
衆

議
院
創
設
以
来
の
一
四
四
人
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
社
会
的
背
景
の
変
化
、

出
身
階
層
、
戦
前
と
戦
後
の
比
較
等
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
百

年
と
い
う
長
期
間
を
克
明
に
分
析
し
た
市
川
君
の
研
究
は
後
学
に
稗
益
す

る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
評
さ
れ
よ
う
。

　
以
上
、
市
川
君
提
出
の
学
位
請
求
論
文
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
ぎ
た

が
、
最
後
に
こ
の
論
文
の
問
題
点
に
つ
い
て
二
、
三
の
所
見
を
述
べ
て
お

き
た
い
。

　
ま
ず
当
初
に
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
市
川
君
は
可
能
な
限
り
の

努
力
を
傾
注
し
て
確
実
な
数
多
な
デ
ー
タ
の
収
集
に
努
め
．
そ
れ
を
基
礎

に
お
い
て
数
量
的
、
記
述
的
分
析
を
行
な
っ
た
上
で
主
論
文
を
作
成
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
「
代
議
士
世
襲
の
研
究
」
と
“
う
課
題
は
，
扇
見
、
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ヅ
ク
な
課
題
の
よ
う
に
み
え
る
が
．
そ
の
本
態
は
実
に

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
手
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
．

　
こ
の
点
に
お
い
て
、
今
後
こ
の
分
野
で
の
研
究
の
先
駆
を
な
す
も
の
と

評
し
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
第
二
は
．
主
論
文
に
お
い
て
把
捉
さ
れ
た
多
様
な
結
論
は
．
支
配
階
級

モ
デ
ル
、
支
配
エ
リ
ー
ト
モ
デ
ル
、
多
元
主
義
エ
リ
ー
ト
モ
デ
ル
な
ど
の

政
治
エ
リ
ー
ト
に
関
す
る
理
論
の
学
域
に
対
し
て
、
一
つ
の
指
針
と
な
る

可
能
性
は
十
分
に
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
第
三
は
．
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
等
の
諸
外
国
に
も
政
治
家
族
や
代
議

士
の
世
襲
の
例
は
多
く
み
ら
れ
る
が
、
市
川
君
が
こ
の
政
治
家
族
の
国
際

比
較
の
研
究
を
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
き
た
い
．

　
以
上
の
所
見
に
基
づ
き
、
市
川
君
の
研
究
業
績
は
高
く
評
価
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
で
あ
り
、
同
君
の
こ
の
研
究
に
対
し
、
法
学
博
士
（
慶
慮
義
塾

大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に
充
分
で
あ
る
と
審
査
員
一
同
は
判
断
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
　
平
成
四
年
一
月

　
主
査
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
　
　
堀
江
湛

　
副
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
　
　
　
　
　
　
　
内
山
　
秀
夫

　
副
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
名
誉
教
授
　
　
　
法
学
博
士
　
多
田
　
真
鋤
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